サウジ鉄道機構
契約管理部門
日付:　25/11/1429 (西暦23/11/2008)
主題:　サウジアラビア、リヤド向け課徴金に関するお知らせ
関係船社代理店及び税関事務所　御中
拝啓
ご承知のとおり、現在リヤド向けのコンテナ貨物をコンテナ内にてパレットに載せずに
船積みをされている荷主も見受けられますが、これは原則的には国際規則違反の対象となります。同規則は様々な貨物取扱いの段階、特に現地側の税関検査の時に貨物がコンテナから出し入れされる為、作業費の節減もさる事ながら、貨物の損傷からそれを保護するのが主な目的となっております。
また、貨物損傷が最終的に受荷主の施設内で見つかった場合でも、この責任が誰にある
のかを特定することは非常に困難となります。
従いまして上記の観点から、貴社のすべての顧客先に以下の内容を至急ご連絡下さるよう宜しくお願い申し上げます。
現在の慣行に沿って貨物をパレット積みする必要がある荷主がそれを怠った場合には、20’ またはそれ以下のコンテナ当りSR 1,000.00、 また20’を超えるコンテナ当り
SR 1,500.00の罰金が現地側にて科せられます。
これは港湾規則に沿っており、当回覧の日付発行の３カ月後からの適用開始が決定致しました事をご案内申し上げます。
今回の通達に伴い、皆様からのご理解、ご協力を頂けますよう宜しくお願い申し上げます。
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